
○富山市野外教育活動センター使用料の徴収等に関する規則 

平成１７年４月１日 

富山市規則第２４２号 

改正 平成１７年９月３０日富山市規則第３２５号 

令和元年９月２６日富山市規則第２８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、富山市野外教育活動センター条例（平成１７年富

山市条例第２５３号。以下「条例」という。）に規定する使用料の徴

収等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（使用料の還付） 

第２条 条例第９条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各

号に定めるところによる。 

(1) 条例第９条第１号に該当するとき。 全額 

(2) 条例第９条第２号に該当するとき。 ７０パーセント相当額 

(3) 条例第９条第３号に該当するとき。 別に定める額 

２ 使用料の還付を受けようとする者は、富山市野外教育活動センター

使用料還付申請書（別記様式）に市長が必要と認める書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

（端数計算） 

第３条 前条第１項の規定による使用料の還付の額に５円未満の端数が

あるときは、これを切り捨て、５円以上１０円未満の端数があるとき

は、これを１０円に切り上げるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市野外教育活動セ

ンター使用料の徴収等に関する規則（平成４年富山市規則第２６号）



の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当

規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１７年９月３０日富山市規則第３２５号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月２６日富山市規則第２８号） 

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 





別記様式（第２条関係） 


